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石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
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石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 条 第 一 項 中 「 第 九 十 一 条 」 の 下 に 「 、 第 九 十 一 条 の 二 第 一 項 」 を 加 え 、 「 限 定 解 除 ・ 審 査 申 請 書 又 は 」 を

「 限 定 解 除 ・ 審 査 申 請 書 、 」 に 改 め 、 「 条 件 解 除 ・ 変 更 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 別 記 様 式 第 十 一 の 二 の 運 転 免 許 条 件 申 請

書 」 を 加 え る 。

第 二 十 条 の 二 第 一 項 中 「 第 八 十 五 条 第 六 項 、 第 七 項 又 は 第 八 項 」 を 「 第 八 十 五 条 第 五 項 か ら 第 十 項 ま で 」 に 、 「 第

十 三 条 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 」 に 、 「 別 記 様 式 第 十 一 の一 ご を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 三 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 別 記

様 式 第 十 一 の 三 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 四 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 の 四 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 五 」 に 、 「 別 記 様 式 第 十 一 の 五 」 を 「 別 記 様 式

第 十 一 の 六 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 と す る 。 ) 」 の 下 に 「 、 場 所 及 び 方 法 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 場 所 」 の

下 に 「 ( 消 防 学 校 、 消 防 本 部 等 の 屋 外 訓 練 場 等 で 、 第 四 項 の 評 定 を 行 う こ と が で き る 場 所 と す る 。 ) 」 を 加 え 、 同 項 第

六 号 を 削 り 、 同 条 第 玉 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 の 六 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 七 」 に 、 「 別 記 様 式 第 十 一 の一 ご を 「 別 記

様 式 第 十 一 の 三 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 合 格 」 を 「 合 否 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 の 七 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 八 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 十

一 の 八 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 九 」 に 改 め る 。

第 二 十 九 条 の 七 中 「 別 記 様 式 第 十 三 の 五 」 を 「 別 記 様 式 第 十 三 の 五 の 二 」 に 改 め る 。

第 三 十 条 第 一 項 中 「 第 三 項 」 を 「 第 四 項 」 に 改 め 、 「 別 記 様 式 第 十 三 の 六 」 の 下 に 「 か ら 別 記 様 式 第 十 三 の 六 の 三

ま で 」 を 加 え る 。

第 三 十 一 条 の 玉 を 第 三 十 一 条 の 六 と す る 。

第 三 十 一 条 の 四 第 二 項 中 「 別 記 様 式 第 十 一 の 七 」 を 「 別 記 様 式 第 十 一 の 八 」 に 改 め 、 同 条 を 第 三 十 一 条 の 五 と し 、

第 三 十 一 条 の 三 を 第 三 十 一 条 の 四 と し 、 第 三 十 一 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 申 請 に よ る 免 許 の 条 件 の 付 与 等 )

第 三 十 一 条 の 三 法 第 九 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 の 条 件 の 付 与 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 十 一 の 二 の 運 転 免 許

条 件 申 請 書 に よ り 運 転 免 許 課 長 又 は 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

2 法 第 九 十 一 条 の 二 第 一 一 項 の 規 定 に よ る 免 許 の 条 件 の 変 更 の 申 請 は 、 別 記 様 式 第 十 一 の 二 の 運 転 免 許 条 件 申 請 書 に

よ り 運 転 免 許 課 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 第 十 一 の 八 を 別 記 様 式 第 十 一 の 九 と す る 。

別 記 様 式 第 十 一 の 七 中 「 鴻 巴 冷 3 ム 」 を 「 鴻 ω 円 滑 3 m 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 十 一 の 八 と す る 。

別 記 様 式 第 十 一 の 六 を 別 記 様 式 第 十 一 の 七 と し 、 別 記 様 式 第 十 一 の 五 を 別 記 様 式 第 十 一 の 六 と し 、 別 記 様 式 第 十 一



令和 4年 5月 10日(火曜日) 石 ) 11 県 公

G'固化J~同様官華民十 I G'同ムjかの。

1運 転一一

~ 1ç，hl ~hl撚十 1 G' 111任 期間が法定期間に達し

ているため、

1 運転免許を受けていた期聞が法定期間に達しているため

2 運転免許証を再交付されたため

3 その他

中型準中型普通大自二 ・普自 二 小型二輪 tω 

報 号 外

運転免許証を再交付さ

れたため、 | 拠

その他、

トJ'

いす| い牽|
小型二輪| にJ にJ

~' 円川会J 1.引 ~定~-Q' I@:~を4d4堅持lf~ 告訴G'-4

小とi異吋， I@:~経伝来J~回総信感十 I G'g] AJ -r1'(d 。

3 記載申請の理由がその他に該当する場合は、( )内にその理由を記載すること。

4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

E同経世紙十 1G' 1 1任 11 中型準中型普通大自二 ・普自二 小型二輪 IJω 

いす| ド牽|
小型二輪| じJ にJ

~' 円川会J I 弓川上指定'I@:経世吾朗附今{<J~堅1Ilf

rl AJ，...Y I@:~送情 1雲付と4生活G'-4小~異吋， I@:~器官会J~同様↑到底十 1 G'11IAJ-rl'(do 

2 IMT車j は、 AT車以外の自動車をしづ。

3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

亘同経世話民十 I G'告訴~告訴G' I 謎材会l畏吋的。



令和 4年 5月 10日(火曜日) 石川県 公報 号 外

別記様式第11の 2 (第20条、第31条の 3関係)

運転免許条件申請書

年 月 日

石川県公安委員会殿

ふ りがな

氏 名

生 年 月 日 年 月 日

付与を 受けようとする条件

変更を受けようとする条件

免許証の記載事項の変更の有無 有 査正

(この線から下には記載しないこと。)

限 定 解除審査結果

免許証の写し(表) 免許証の写し(裏)

にんちきのうけんさ にんちきのうけんさとう きおくりよく はんだんりよく ひく にん

亘同経伝首長十111(;同モト 「認知機能検査」会) I認知機能検査等J~' I記憶力 ・判断力が低くなっている」州「認
ちしよう

知症のおそれがある」以都宮'I@:主任hl(; 去~~告訴(; I j経伝来j異州tQO



4 令和 4年 5月 10日(火曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

別記様式第13の5の2 (第29条の 7関係)

第 号

年 月 日
り臨ん 時じ 適てき せ性い け検ん 査さ つ通う 知ち 書しょ

住じゅフ所しょ

殿どの

い石し川かわけ県ん公こう安あん委いい員んか会い 固

にんちしよフ フたが どうろこうつうほうだい じよフだい こう きてい りんじてきせいけん
あなたは、認知症のおそれ(疑し、)があることから、道路交通法第102条第4項の規定による臨時適性検

さにんちしよフせんもんい しんだん う つうち
査(認知症の専門医による診断)を受けていただくことになりましたので、通知します。

きょ ひ

拒 否

つうち う え りゅう りんじてきせい叫さ う ばあい うんてんめんきょ 保 留 しよぶん
この通知を受け、やむを得ない理由なく臨時適性検査を受けない場合は、運転免許の とり け の処分

を受けることとなりますので、ご注意ください。

適てきせ性い検けん査さをお行こなう理りゅ由う

て適きせ性い検けん 査さの期きじ日っ

て適きせ性い検けん 査さの 場ば所しょ

備び 考こう

取消し
こヲりよく ていし
効力の停止

どうろこうつうほうだい じよ9だい こう きてい てきせいけんさ かか つうち う かた にんちしょっ けんさおよ しんだん けっか
※ 道路交通法第102条第4項の規定による適性検査に係る通知を受けた方が、認知症の検査及び診断の結果が

きさい せんもんいまた しゅじい い しんだんしよ ていしゆっ ばあい りんじてきせいけんさ にんちしよ3 せんもんい
記載された専門医又は主治医(かかりつけ医)の診断書を提出した場合には、臨時適性検査(認知症の専門医

しんだん う ひつよフ
による診断)を受ける必要はありません。

しんだんしょ ていしゆっ ぱあい ねん がつ にち いしかわけんけいさつほんぶこうつうぷうんてんめんきよかてきせいけんさ州、り ていしゆっ
※ 診断書を提出する場合は、 年 月 日までに、石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係に提出してく

ださい。
つうち ふめいてん ばあい かき とあ

※ この通知について、不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。
といあわ さき
問合せ先.〒920-0209

かなぎわしひがしかがつめまち もようめ ばんち
金沢市東蚊爪町2丁目 1番地
いしかわけんけいさつほんぶこうつうぶうんてんめんきよかてきせいけんさ帥勾
石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係
でんわ

電話 (076)238-5901 

にんちきのうけんさ けっか にんちきのうけんさとう けっか きおくりよく はんだんりよく ひく
E同謎hl線十1118iくモト「認知機能検査の結果」必)I認知機能検査等の結果」とよ 「記憶力・判断力が低くなって

にんちしよう
いる」拠 「認知症のおそれがあるJ~督官， I@:~経世 e 告訴~告訴 8 1 1 ~き十式会l異吋l{ð。



令和 4年 5月 10日(火曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

別記様式第13の6の 2 (第30条関係)

第 号

年 月 日
診しん だ断ん 書しょ て提い し出ゆっ 命めい れ令い 書しょ

住じゅフ所しょ

殿どの

い石し川かわけ県ん公こう安あん委いい員んか会い 固

にんちしよフ フたが どうろこうつうほうだし、 じようだいこう きてい かき
あなたは、認知症のおそれ(疑し、)があることから、道路交通法第102条第4項の規定により、下記のと

どうろこうつうほうしこうきそ〈だい じよフ だい こう きてい ようけん み いし しんだんしょ にんちしよう せんもんいまた しゅ
おり、道路交通法施行規則第29条の 3第4項に規定する要件を満たす医師の診断書 (認知症の専門医又は主
じい い さくせい しんだんしょ しんだんかかけんさ けっかおよにんちしよフがいとう みと
治医(かかりつけ医)が作成した診断書であって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認めら

かん とうがいいしいけんきさい ていしゆっ ねが
れるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの)を提出していただくようお願いします。

が詰蓄される

え りゅう しんだんしよ かし恥 ばあい うんてんめんきょ が保留される
なお、やむを得ない理由なく診断書を提出しない場合は、運転免許 と け

が取り消される
こととなります

こうりよく ていし
の効力が停止される

ので、ご注意ください。
ていしゆっ しんだんしよ じよフき ょうけん にんちしよう せんもんいまた しゅじい い さくせい しんだんしょ

また、提出された診断書が上記の要件(認知症の専門医又は主治医(かかりつけ医)が作成した診断書で
しんだんかかけんさ けっかおよにんちしょっがいとう みと かん とうがいいし いけん き

あって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記
み iまあい じようきうんてんめんきょ ぎょっせいしよぷん おこな あらた りんじてきせいけんさまた しんだんしょ

載されているもの)を満たさない場合、上記運転免許の行政処分を行うか、改めて臨時適性検査又は診断書
ていしゆっめいれい おζな

提出命令を行うこととなりますので、ご注意ください。

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ を

命めい ず る 理り ゆ由フ

診しんだ断ん書しょ のて提いし出ゆっ期きげ限ん ね年ん
月

に日ち

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ 先さき い石し川かわけ県ん警けい察さつ本ほん部ぶ交こうつ通う部ぶ運うんて転ん免めん許きよ課かて適きせ性い検けん査さか係かり

備日 考

つうち ふめいてん ばあい かき とあ
※ この通知について、不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。

といあわ ささ
問合せ先:干920-0209

かなぎわしひがしかがつめまち ちょフめ ばんち
金沢市東蚊爪町2丁 目1番地
いしかわけんけいさつほんぶこうつうぶうんでんめんきよかできせいけんさかかり
石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係
でんわ
電話 (076)238-5901 



令和 4年 5月 10日(火曜日) 石 ) 11 県 公 報 号 外

別記様式第13の6の3 (第30条関係)

第 号

年 月 日
診しん だ断ん 書しょ て提い し出ゆっ 命めい れ令い 書しょ

住じゅフ所しょ

殿どの

い石し川かわけ県ん公こう安あん委いい員んか会い 固

じどうしゃとう あんぜんうんでん ししよう ぴよフき フたが どうろこうつうほうだい
あなたは、自動車等の安全な運転に支障のある病気であるおそれ(疑し、)があることから、道路交通法第
じようだい こう きてい かき どうろこうつうほうしこうきそ〈だし、 じよ? だい こう きてい ようけん み

102条第4項の規定により、下記のとおり、道路交通法施行規則第29条の 3第4項に規定する要件を満たす
いし しんだんしょていしゆっ ねが
医師の診断書を提出していただくようお願いします。

きょひ

が拒否される

え りゅう しんだんしよ か附 ばあい うんてんめんきょ が保留される
なお、やむを得ない理由なく診断書を提出しない場合は、運転免許 と け

が取り消される
こととなります

こうりよく ていし
の効力が停止される

ので、ご注意ください。
ていしゆっ しんだんしよ じよフき ょうけん み ばあい じよフきうんてんめんきょ ぎよフせいしよぶん おこな あらた りんじ

また、提山された診断書が上記の要件を満たさない場合、上記運転免許の行政処分を行うか、改めて臨時
てきせいけんさまた しんだんしよていしゆっめいれい おこな ちゅフし、
適性検査又は診断書提出命令を行うこととなりますので、ご注意ください。

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ を

命めい ず る 理り ゅ由う

診 断書の提出期限
ね年ん

月
に日ち

診しんだ断ん書しょ の て提いし出ゆっ 先さき 石いしか川わけ県ん警けい察さつ本ほん部ぶ交こうつ通う部ぶ運うんて転ん免めん許きよ課かて適きせ性い検けん査さか係かり

備日
考

つうち ふめいてん ばあい かき とあ
※ この通知について、不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。

といあわ ささ
問合せ先:〒920-0209

主冨

(禦!と寮m)

かなぎわしひがしかがつめまち ちょうめ ばんち
金沢市東蚊爪町2丁目 1番地
いしかわけんけいさつほんぷこフつうぶフんてんめんきよかてきせいけんさかか旬
石川県警察本部交通部運転免許課適性検査係
でんわ
電話 (076)238-5901 
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